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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信端末装置であって、
　外部から送信されてくるＰＴＳを含んだトランスポートストリームを受信および再生可
能な再生部と、
　音声通話のために、少なくとも通話相手の音声を受信および再生可能な通話処理部と、
　音声通話の開始および終了を検出可能な状態検出部と、
　前記再生部により受信されたトランスポートストリームを格納可能な蓄積部と、
　前記状態検出部が音声通話の開始を検出すると、前記再生部が受信したトランスポート
ストリームを前記蓄積部に書込む書込み部と、
　前記状態検出部が音声通話の終了を検出すると、前記蓄積部に格納されたトランスポー
トストリームを読み出す読み出し部とを備え、
　前記読み出し部は、タイムシフト再生のために、前記書込み部がトランスポートストリ
ームの前記蓄積部への書込みを行っている間に、前記蓄積部に格納されたトランスポート
ストリームを先頭から読み出し可能であり、
　前記再生部はさらに、前記読み出し部により読み出されたトランスポートストリームを
、ｎ倍速（ｎは、ｎ＞１を満たす正数）で再生可能であり、
　前記書込み部が書込み中のトランスポートストリームに含まれるＰＴＳの値と、前記読
み出し部が読み出し中のトランスポートストリームに含まれるＰＴＳの値とが同じになっ
た時に、前記書込み部は書込みを終了し、前記読み出し部は読み出しを終了し、前記再生
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部は外部から送信されてくるトランスポートストリームを受信および再生する、通信端末
装置。
【請求項２】
　前記再生部は、遠隔の放送局から、映像および音響で構成される番組を、トランスポー
トストリームとして受信する、請求項１に記載の通信端末装置。
【請求項３】
　前記状態検出部は、前記通話処理部がオフフック状態になった時を、音声通話の開始時
点として検出可能である、請求項１に記載の通信端末装置。
【請求項４】
　前記状態検出部は、前記通話処理部がオンフックになった時を、音声通話の終了時点と
して検出可能である、請求項１に記載の通信端末装置。
【請求項５】
　前記通話処理部はさらに、通話相手側の画像情報を受信および再生可能である、請求項
１に記載の通信端末装置。
【請求項６】
　前記通信端末装置はさらに、前記蓄積部の記録容量の残りを検出可能な残量検出部を備
え、
　前記書込み部はさらに、前記残量検出部により検出された残量に基づいてビットレート
を決定した後、決定したビットレートに従って、前記再生部が受信したトランスポートス
トリームを前記蓄積部に書込み可能である、請求項１に記載の通信端末装置。
【請求項７】
　コンピュータ装置に放送受信および音声通話の機能を与えるためのコンピュータプログ
ラムであって、
　外部から送信されてくるＰＴＳを含んだトランスポートストリームを受信および再生可
能な再生ステップと、
　音声通話のために、少なくとも通話相手の音声を受信および再生可能な通話処理ステッ
プと、
　音声通話の開始および終了を検出可能な状態検出ステップと、
　前記状態検出ステップで音声通話の開始が検出されると、前記再生ステップで受信され
たトランスポートストリームを書込む書込みステップと、
　前記状態検出ステップで音声通話の終了が検出されると、前記書込みステップで書込ま
れたトランスポートストリームを読み出す読み出しステップとを備え、
　前記読み出しステップは、タイムシフト再生のために、前記書込みステップでトランス
ポートストリームの書込みを行っている間に、書込まれたトランスポートストリームを先
頭から読み出し可能であり、
　前記再生ステップはさらに、前記読み出しステップで読み出されたトランスポートスト
リームを、ｎ倍速（ｎは、ｎ＞１を満たす正数）で再生可能であり、
　前記書込みステップで書込み中のトランスポートストリームに含まれるＰＴＳの値と、
前記読み出しステップで読み出し中のトランスポートストリームに含まれるＰＴＳの値と
が同じになった時に、前記書込みステップでは書込みを終了し、前記読み出しステップで
は読み出しを終了し、前記再生ステップでは外部から送信されてくるトランスポートスト
リームを受信および再生する、コンピュータプログラム。
【請求項８】
　記録媒体に記録される、請求項７に記載のコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、通信端末装置であって、より特定的には、コンテンツ受信機能および音声通話
機能を有する通信端末装置に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
２００３年より日本国内３大都市圏で、さらに、２００６年より日本全国で、地上波デジ
タル放送の開始が予定されている。この地上波デジタル放送の特徴として、コンテンツを
移動受信可能なことが挙げられている。一方、移動体通信では、２００１年より第３世代
携帯電話サービスが始まっており、動画配信や携帯テレビ電話が可能となった。以上のよ
うな状況において、近年、コンテンツの受信機能および音声通話機能の両方を備えた通信
端末装置の構想が発表されている。このような通信端末装置を使ってコンテンツを視聴し
ている時に、音声通話の着呼があると、ユーザは、コンテンツの視聴より音声通話を優先
する傾向がある。逆の場合、つまり、移動体通信端末装置を使って音声通話している時に
、視聴したいコンテンツが始まった場合にも、ユーザは音声通話を優先する傾向がある。
【０００３】
このようなユーザの傾向に対処するため、技術分野は異なるが、例えば、特開２００１－
３３３３３４号公報に開示されたテレビ受信機（以下、従来のテレビ受信機と称する）が
ある。従来のテレビ受信機は、視聴者により選択されたチャネルを通じて、外部から放送
されてくる映像信号を受信し、受信映像信号を再生し、映像として出力する。従来のテレ
ビ受信機に内蔵されているモデムは、映像信号受信中に、固定電話の着呼を検出した場合
、そのことを示すステータス信号を出力する。従来のテレビ受信機は、ステータス信号に
応答して、現在受信中の映像信号を、内蔵の記憶装置に記録する（つまり、録画を行う。
）。従来のテレビ受信機は、通話終了後に、記憶装置に記録された映像信号を再生し、こ
れによって、視聴者は、着呼により見損ねたテレビ番組を視聴することが可能になる。
【０００４】
【特許文献】
特開２００１－３３３３３４号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の通信端末装置によれば、ユーザは、少なくとも音声通話が終了する
までの間、コンテンツを視聴できなくなるという問題点がある。また、上記公報に開示さ
れた技術は、長時間のコンテンツを蓄積できる大容量の記憶装置をテレビ受信機に内蔵可
能であることが求められる。しかしながら、上述の通信端末装置は、移動体という特質か
ら、小容量の記憶装置しか内蔵できないので、長時間のコンテンツを内部に蓄積すること
ができない。そのため、上記公報に開示された技術をそのまま、移動体通信端末装置に実
装することは難しいという問題点がある。
【０００６】
それ故に、本発明の目的は、コンテンツにおいて、音声通話に起因してユーザに出力でき
なかった部分を、本来の編成時間帯とは別のタイミングで出力可能な通信端末装置を提供
することである。
また、本発明の他の目的は、コンテンツにおいて、音声通話に起因してユーザに出力でき
なかった部分を、移動体に好適な手法で記録・再生可能な通信端末装置を提供することで
ある。
【０００７】
【課題を解決するための手段および発明の効果】
　上記目的を達成するために、本願発明は下記のような局面および技術的効果を有する。
　第１の局面は、通信端末装置であって、外部から送信されてくるＰＴＳを含んだトラン
スポートストリームを受信および再生可能な再生部と、音声通話のために、少なくとも通
話相手の音声を受信および再生可能な通話処理部と、音声通話の開始および終了を検出可
能な状態検出部と、前記再生部により受信されたトランスポートストリームを格納可能な
蓄積部と、前記状態検出部が音声通話の開始を検出すると、前記再生部が受信したトラン
スポートストリームを前記蓄積部に書込む書込み部と、前記状態検出部が音声通話の終了
を検出すると、前記蓄積部に格納されたトランスポートストリームを読み出す読み出し部
とを備える。前記読み出し部は、タイムシフト再生のために、前記書込み部がトランスポ
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ートストリームの前記蓄積部への書込みを行っている間に、前記蓄積部に格納されたトラ
ンスポートストリームを先頭から読み出し可能である。前記再生部はさらに、前記読み出
し部により読み出されたトランスポートストリームを、ｎ倍速（ｎは、ｎ＞１を満たす正
数）で再生可能であり、前記書込み部が書込み中のトランスポートストリームに含まれる
ＰＴＳの値と、前記読み出し部が読み出し中のトランスポートストリームに含まれるＰＴ
Ｓの値とが同じになった時に、前記書込み部は書込みを終了し、前記読み出し部は読み出
しを終了し、前記再生部は外部から送信されてくるトランスポートストリームを受信およ
び再生する。以上のように、通信端末装置は、ユーザが音声通話している間、受信したト
ランスポートストリームを蓄積部に格納し、音声通話が終わった後に、格納処理と並行し
て格納したものを先頭から読み出してｎ倍速で再生する。そして、蓄積部のデータ量が実
質的になくなった場合に、現在受信しているトランスポートストリームを再生する。また
、前記再生部は典型的には、遠隔の放送局から、映像および音響で構成される番組を、ト
ランスポートストリームとして受信する。これによって、トランスポートストリームにお
いて、音声通話に起因してユーザが見損なったり、聞き損なったりした部分を、通信端末
装置はユーザに提供することが可能となる。また、音声通話の開始以降に受信したトラン
スポートストリームを全て蓄積部に格納する必要がなくなるので、小容量の記憶装置しか
実装できない通信端末装置に好適な記録・再生を実現することができる。また、音声通話
が終わるとトランスポートストリームの再生が自動的に始まるので、より使い勝手の良い
通信端末装置を提供することができる。
【０００９】
　また、状態検出部は、通話処理部がオフフック状態になった時を、音声通話の開始時点
として検出可能であり、通話処理部がオンフックになった時を、音声通話の終了時点とし
て検出可能である。以上のように、通信端末装置が元々有する音声通話機能を使って状態
検出ができるので、通信端末装置の部品点数を減らしたり、製造コストを抑えたりするこ
とができる。
【００１０】
また、通話処理部はさらに、通話相手側の画像情報を受信および再生可能である。
【００２０】
　また、通信端末装置はさらに、蓄積部の記録容量の残りを検出可能な残量検出部を備え
る。ここで、書込み部はさらに、残量検出部により検出された残量に基づいてビットレー
トを決定した後、決定したビットレートに従って、再生部が受信したトランスポートスト
リームを蓄積部に書込み可能である。以上のように、蓄積部の残り容量に応じて、トラン
スポートストリームのビットレートを制御できるので、小容量の記憶装置しか実装できな
い通信端末装置に好適な記録・再生を実現することができる。
【００２１】
　第２の局面は、コンピュータ装置に放送受信および音声通話の機能を与えるためのコン
ピュータプログラムであって、外部から送信されてくるＰＴＳを含んだトランスポートス
トリームを受信および再生可能な再生ステップと、音声通話のために、少なくとも通話相
手の音声を受信および再生可能な通話処理ステップと、音声通話の開始および終了を検出
可能な状態検出ステップと、状態検出ステップで音声通話の開始が検出されると、再生ス
テップで受信されたトランスポートストリームを書込む書込みステップと、状態検出ステ
ップで音声通話の終了が検出されると、書込みステップで書込まれたトランスポートスト
リームを読み出す読み出しステップとを備える。読み出しステップは、タイムシフト再生
のために、書込みステップでトランスポートストリームの書込みを行っている間に、書込
まれたトランスポートストリームを先頭から読み出し可能である。再生ステップはさらに
、読み出しステップで読み出されたトランスポートストリームを、ｎ倍速（ｎは、ｎ＞１
を満たす正数）で再生可能であり、書込みステップで書込み中のトランスポートストリー
ムに含まれるＰＴＳの値と、読み出しステップで読み出し中のトランスポートストリーム
に含まれるＰＴＳの値とが同じになった時に、書込みステップでは書込みを終了し、読み
出しステップでは読み出しを終了し、再生ステップでは外部から送信されてくるトランス
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ポートストリームを受信および再生する。ここで、コンピュータプログラムは典型的には
、記録媒体に記録される。
【００２２】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の一実施形態に係る移動体通信端末装置（以下、単に、端末装置と称する
）Ｅ1 の全体構成を示すブロック図である。図１において、端末装置Ｅ1 は、コンテンツ
再生部１と、通話処理部２と、画像切替え部３と、表示装置４と、音声切替え部５と、ス
ピーカ部６と、状態検出部７と、制御部８と、コンテンツ蓄積部９と、入力装置１０とを
備えている。
【００２３】
コンテンツ再生部１は、地上波デジタルテレビ放送の放送局１０１から放送されてくる、
いくつかのチャネル分のトランスポートストリームＳＴT を受信し、受信トランスポート
ストリームＳＴT からコンテンツを再生する。本実施形態において、コンテンツとは、例
示的に、放送事業者により定められた編成時間に従って、予定された時間帯に放送される
テレビ番組である。以上のテレビ番組は、映像信号ＳＬV で表現される映像およびオーデ
ィオ信号ＳＬA で表現される音響で構成される。また、これら映像信号ＳＬV およびオー
ディオ信号ＳＬA は、ＭＰＥＧ(Moving Picture Experts Group)に従って放送局１０１で
符号化され、その結果得られる符号化映像信号ＣＳＬV および符号化オーディオ信号ＣＳ
ＬA が多重化されることで、トランスポートストリームＳＴT は作成される。また、コン
テンツ再生部１は、コンテンツの受信・再生中に音声通話が始まった場合のことを想定し
て、コンテンツ蓄積部９（後述）から読み出されたトランスポートストリームＳＴT から
映像信号ＳＬV およびオーディオ信号ＳＬA を再生可能に構成される。以上のようなコン
テンツの受信・再生を実現するために、コンテンツ再生部１は、アンテナ１１と、チュー
ナ１２と、ＴＳ切替え部１３と、分離部１４と、ビデオ再生部１５と、オーディオ再生部
１６とを含んでいる。
【００２４】
アンテナ１１は、複数の放送局１０１（図１には１台のみ図示）の送信トランスポートス
トリームＳＴT を受信して、受信したものをチューナ１２に出力する。チューナ１２は、
アンテナ１１が受信可能なチャネルの内、ユーザにより指定されたチャネルを通じて送信
されてくるトランスポートストリームＳＴT を選択して、選択したものをＴＳ切替え部１
３および制御部８の双方に出力する。ＴＳ切替え部１３は、チューナ１２の出力トランス
ポートストリームＳＴT を分離部１４に出力する。さらに、ＴＳ切替え部１３は、制御部
８によりコンテンツ蓄積部９から読み出されたトランスポートストリームＳＴT を受信し
、受信したものを分離部１４に出力する。ＴＳ切替え部１３は、このような入力系統の切
り替えを、制御部８の制御信号ＣＳc に従って行う。分離部１４は、ＴＳ切替え部１３の
出力トランスポートストリームＳＴT を、符号化映像信号ＣＳＬV および符号化オーディ
オ信号ＣＳＬA に分離して、分離した符号化映像信号ＣＳＬV をビデオ再生部１５に出力
し、分離した符号化オーディオ信号ＣＳＬA をオーディオ再生部１６に出力する。ビデオ
再生部１５は、分離部１４からの符号化映像信号ＣＳＬV を受信し、受信したものをＭＰ
ＥＧに従って復号し、コンテンツを構成する映像を表す映像信号ＳＬV を再生する。再生
された映像信号ＳＬV は、画像切替え部３に出力される。オーディオ再生部１６は、分離
部１４からの符号化オーディオ信号ＣＳＬA をＭＰＥＧに従って復号し、上記映像に同期
しかつコンテンツを構成するオーディオを表すオーディオ信号ＳＬA を再生する。再生さ
れたオーディオ信号ＳＬA は、音声切替え部５に出力される。
【００２５】
また、通話処理部２は、移動体通信システムに収容される各基地局１０２と通信を行って
、多重化信号ＳＬS を送受信する。多重化信号ＳＬS は、移動体通信システムで採用され
ている多重化方式および音声符号化方式に従って多重化および符号化されており、少なく
とも、本端末装置Ｅ1 のユーザと通話を行う相手が話した内容を表す符号化音声信号ＣＳ
ＬS1と、ユーザが話した内容を表す符号化音声信号ＣＳＬS2とを含んでいる。以上の音声
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通信のために、通話処理部２は、典型的には、アンテナ２１と、無線通信部２２と、音声
再生部２３と、音声入力部２４と、音声符号化部２５とを含んでいる。
【００２６】
アンテナ２１は、基地局１０２から送出された多重化信号ＳＬS を受信する。無線通信部
２２は、分離器として機能する場合、多重化信号ＳＬS から符号化音声信号ＣＳＬS1を分
離して、分離したものを音声再生部２３に出力する。音声再生部２３は、無線通信部２２
からの符号化音声信号ＣＳＬS1を、上述の音声符号化方式に従って復号し、その結果得ら
れる音声信号ＳＬS1を音声切替え部５に出力する。また、音声入力部２４は、ユーザが話
した内容を表す音声信号ＳＬS2を生成して、生成したものを音声符号化部２５に出力する
。音声符号化部２５は、音声入力部２４からの音声信号ＳＬS2を、上述の音声符号化方式
に従って符号化して、その結果得られる符号化音声信号ＣＳＬS2を無線通信部２２に出力
する。無線通信部２２は、多重化器として機能する場合には、音声符号化部２５からの符
号化音声信号ＣＳＬS2を多重化して、多重化信号ＳＬS を作成し、作成したものをアンテ
ナ２１に出力する。アンテナ２１はさらに、無線通信部２２の出力多重化信号ＳＬS を、
基地局１０２に送信する。
【００２７】
画像切替え部３は、ビデオ再生部１５からの映像信号ＳＬV を表示装置４に出力する。画
像切替え部３にはさらに、画像信号ＳＬI も入力される。画像信号ＳＬI は、音声通話時
に使用され、典型的には、現在時刻、電波の受信状態、電池の残量を表す。以上の画像信
号ＳＬI は、制御部８により作成される。ここで、画像切替え部３は、制御部８からの制
御信号ＣＳa およびＣＳb に従って、入力映像信号ＳＬV を出力するか、入力画像信号Ｓ
ＬI を出力するかを切り替える。表示装置４は、画像切替え部３からの映像信号ＳＬV ま
たは画像信号ＳＬI に従って、映像または画像を表示する。
【００２８】
また、音声切替え部５は、オーディオ再生部１６からのオーディオ信号ＳＬA をスピーカ
部６に出力する。さらに、音声切替え部５は、音声再生部２３からの音声信号ＳＬS1をス
ピーカ部６に出力する。ここで、音声切替え部５は、制御部８からの制御信号ＣＳa およ
びＣＳb に従って、入力オーディオ信号ＳＬA を出力するか、入力音声信号ＳＬS1を出力
するかを切り替える。スピーカ部６は、音声切替え部５からのオーディオ信号ＳＬA また
は音声信号ＳＬS1に従って、上記映像に同期した音声、または通話相手が話した内容を出
力する。
【００２９】
また、移動体通信システムでは、上述の多重化信号ＳＬS 以外に、各種の制御信号ＣＳM 

が、端末装置Ｅ1 と基地局１０２の間で交換されている。制御信号ＣＳM の例としては、
着呼を示すものや、呼切断（つまり音声通話の終了）を示すものがある。無線通信部２２
は、アンテナ２１を通じて、以上の制御信号ＣＳM をさらに送受信する。さらに、無線通
信部２２は、送信すべき制御信号ＣＳM および受信した制御信号ＣＳM を状態検出部７に
出力する。状態検出部７は、無線通信部２２からの制御信号ＣＳM を解釈し、音声通話の
状態変化、つまり着呼または呼切断を示す信号（以下、状態通知と称する）ＣＳSTを制御
部８に出力する。
【００３０】
制御部８は、上述の各構成を制御するために、プログラムメモリ８１と、プロセッサ８２
と、作業領域８３とを含む。プログラムメモリ８１は、ＯＳ(Operating System)、コンテ
ンツの受信・再生用のコンピュータプログラム、および通話処理用のコンピュータプログ
ラムを含むが、本実施形態では便宜上、これらをまとめて、プログラムＣＰ1 と称する。
プロセッサ８２は、以上のプログラムＣＰ1 を実行する。作業領域８３は、プロセッサ８
２がプログラムＣＰ1 を実行する最中に、プロセッサ８２により使用される。
【００３１】
コンテンツ蓄積部９は、制御部８の制御下で、チューナ１２から転送されてくるトランス
ポートストリームＳＴT を蓄積する。入力装置１０は、ユーザの操作に応答して、コンテ
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ンツ蓄積部９に蓄積されているトランスポートストリームＳＴT の読み出しを指示するた
めの信号（以下、開始指示と称する）ＳＬP を、制御部８に出力する。
【００３２】
次に、図２を参照して、以上の端末装置Ｅ1 において特徴的な動作を概説する。図２にお
いて、端末装置Ｅ1 がトランスポートストリームＳＴT （つまりコンテンツ）の受信・再
生中に着呼があった時を時刻ｔ0 とすると、時刻ｔ0 から音声通話が終了するまでユーザ
はコンテンツを視聴できなくなる。そこで、端末装置Ｅ1 は、ユーザがコンテンツを視聴
できない間、受信トランスポートストリームＳＴT をコンテンツ蓄積部９に格納する。そ
の後、音声通話が終了し、呼切断した時を時刻ｔ1 とすると、端末装置Ｅ1 では、時刻ｔ

1 以降に、受信トランスポートストリームＳＴT の再生が再開され、やがて終了する。今
、受信トランスポートストリームＳＴT の再生終了時を時刻ｔ2 とする。この時刻ｔ2 以
降に前述の開始指示ＳＬP が生成される。端末装置Ｅ1 は、開始指示ＳＬP に応答して、
コンテンツ蓄積部９に格納されているトランスポートストリームＳＴT を読み出し再生す
る。これによって、ユーザは、コンテンツにおいて音声通話の間に見逃した部分を視聴す
ることが可能となる。
【００３３】
次に、図３のフローチャートを参照して、図２を参照して概説した端末装置Ｅ1 の動作を
詳説する。図３において、プロセッサ８２は、プログラムＣＰ1 に含まれるコンテンツの
受信・再生用プログラムを実行する。この実行時、ユーザは、好みのコンテンツ（以下、
対象コンテンツと称する）を視聴するためにチャネルを指定すると、プロセッサ８２によ
って、チューナ１２が受信すべきチャネルが設定され、ＴＳ切替え部１３は、チューナ１
２の出力を入力可能な状態に、画像切替え部３は、ビデオ再生部１５の出力を入力可能な
状態に、音声切替え部５は、オーディオ再生部１６の出力を入力可能な状態に設定される
。このような設定後、端末装置Ｅ1 は、受信トランスポートストリームＳＴT から映像信
号ＳＬV およびオーディオ信号ＳＬA を再生し、映像およびそれに同期した音響を出力す
る（ステップＳ１）。より具体的には、チューナ１２は、アンテナ１１の出力トランスポ
ートストリームＳＴT の内、設定されたチャネルを通じて送られてくるものを選択してＴ
Ｓ切替え部１３に出力する。ＴＳ切替え部１３は、入力トランスポートストリームＳＴT 

を分離部１４に出力する。分離部１４は、入力トランスポートストリームＳＴT に対して
分離処理を行い、その結果得られる符号化映像信号ＣＳＬV および符号化オーディオ信号
ＣＳＬA を、ビデオ再生部１５およびオーディオ再生部１６に出力する。ビデオ再生部１
５は、入力された符号化映像信号ＣＳＬV を復号し、その結果得られる映像信号ＳＬV を
、画像切替え部３を通じて表示装置４に出力する。また、オーディオ再生部１６は、入力
された符号化オーディオ信号ＣＳＬA を復号し、その結果得られるオーディオ信号ＳＬA 

を、音声切替え部５を通じて、スピーカ部６に出力する。以上の処理により、表示装置４
からは、対象コンテンツを構成する映像が出力され、スピーカ部６からは、出力映像に同
期しているオーディオが出力される。なお、図１を参照すれば明らかなように、制御部８
には、チューナ１２の出力トランスポートストリームＳＴT が送信されてくるが、ステッ
プＳ１で、制御部８は好ましくは、入力トランスポートストリームＳＴT をコンテンツ蓄
積部９に転送せずに破棄する。また、チューナ１２およびＴＳ切替え部１３の間にスイッ
チ（図示せず）を配し、ステップＳ１の実行時には、チューナ１２の出力トランスポート
ストリームＳＴT が制御部８に入力されないようにしても良い。
【００３４】
ステップＳ１の次に、プロセッサ８２は、状態検出部７から、着呼を示す状態通知ＣＳST

を受け取っているか否かを判断し（ステップＳ２）、それを受信していない場合、音声通
話処理の必要性がないことから、ステップＳ１を繰り返し実行する。逆に、音声通話につ
いて最初の状態変化としての着呼を示す状態通知ＣＳSTを受信している場合、プロセッサ
８２はまず、画像切替え部３および音声切替え部５の双方に、入力系統を切り替えるため
の制御信号ＣＳa を生成して送信する（ステップＳ３）。これによって、画像切替え部３
は、制御部８の出力を入力可能な状態に、音声切替え部５は、音声再生部２３の出力を入
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力可能な状態に設定される。次に、プロセッサ８２は、プログラムＣＰ1 を構成する通話
処理用プログラムの実行を開始する。それ以降、端末装置Ｅ1 は、音声通話のために基地
局１０２と多重化信号ＳＬS を交換し、それに含まれる音声信号ＳＬS1を再生して、通話
相手の音声を出力し、さらに、ユーザの音声を表す音声信号ＳＬS2から符号化音声信号Ｃ
ＳＬS2を作成して多重化し、多重化信号ＳＬS を基地局１０２に送信する。つまり、端末
装置Ｅ1 は音声通話処理を行う（ステップＳ４）。より具体的には、無線通信部２２は、
分離器および多重化器の機能を交互に切り替え、分離器として働く場合には、アンテナ２
１からの入力多重化信号ＳＬS から符号化音声信号ＣＳＬS1を分離して、音声再生部２３
に出力する。音声再生部２３は、入力符号化音声信号ＣＳＬS1を復号して、音声切替え部
５を通じてスピーカ部６に、復号した音声信号ＳＬS1を出力する。以上の処理により、ス
ピーカ部６からは、通話相手が話した内容が出力される。
【００３５】
また、音声入力部２４は、ユーザが話した内容を表す音声信号ＳＬS2を作成して、音声符
号化部２５に出力する。音声符号化部２５は、入力音声信号ＳＬS2を符号化し、その結果
得られる符号化音声信号ＣＳＬS2を無線通信部２２に出力する。無線通信部２２は、多重
化器として働く場合、入力符号化音声信号ＣＳＬS2を多重化し、アンテナ２１を通じて、
多重化信号ＳＬS を基地局１０２に送信する。
さらに、プロセッサ８２は、必要に応じて画像信号ＳＬI を作業領域８３上で作成して、
画像切替え部３を通じて表示装置４に、作成したものを送信する。以上の処理により、表
示装置４からは、現在時刻等を含む画像が出力される。
【００３６】
以上のステップＳ４が終了すると、プロセッサ８２の制御下で、チューナ１２の出力トラ
ンスポートストリームＳＴT がコンテンツ蓄積部９に書き込まれる（ステップＳ５）。次
に、プロセッサ８２は、状態検出部７から、音声通話について次の音声通話の状態変化と
しての呼切断を示す状態通知ＣＳSTを受け取っているか否かを判断し（ステップＳ６）、
それを受信していない場合、コンテンツの受信・再生を再開する必要性がないことから、
呼切断が検出されるまで、ステップＳ４およびＳ５を実行する。それに対して、呼切断を
示す状態通知ＣＳSTを受信している場合、プロセッサ８２は、時刻ｔ1 （図２参照）を検
出したことになり、コンテンツの受信・再生を再開するために、画像切替え部３および音
声切替え部５の双方に、入力系統を切り替えるための制御信号ＣＳb を生成して送信する
（ステップＳ７）。これによって、画像切替え部３は、ビデオ再生部１５の出力を入力可
能な状態に、音声切替え部５は、オーディオ再生部１６の出力を入力可能な状態に設定さ
れる。それ以降、コンテンツ再生部１は、ステップＳ１と同様の動作にして、コンテンツ
を構成する映像および音響を出力する（ステップＳ８）。
【００３７】
ここで、ステップＳ４およびＳ５の一連の処理が繰り返されている間、ビデオ再生部１５
およびオーディオ再生部１６は動作する必要がないので、端末装置Ｅ1 の消費電力を抑え
る観点から、プロセッサ８２は、これらへの電力供給を停止しても良い。この場合、ステ
ップＳ８において、プロセッサ８２はさらに、ビデオ再生部１５およびオーディオ再生部
１６への電力供給を再開する必要がある。
【００３８】
ステップＳ８の次に、プロセッサ８２は、入力装置１０から開始指示ＳＬP を受信してい
るか否かを判断し（ステップＳ９）、それを受信していない場合、コンテンツ蓄積部９か
らトランスポートストリームＳＴT を読み出す必要がないことから、ステップＳ８を繰り
返し実行する。逆に、開始指示ＳＬP を受信している場合、プロセッサ８２は、時刻ｔ2 

（図２参照）を検出したことになり、ＴＳ切替え部１３の入力系統をチューナ１２側から
制御部８側に変更するための制御信号ＣＳc を生成し、ＴＳ切替え部１３に送信する（ス
テップＳ１０）。以上のステップＳ１０により、ＴＳ切替え部１３は、上述通りに入力系
統を変更する。次に、プロセッサ８２は、コンテンツ蓄積部９に格納されているトランス
ポートストリームＳＴT を読み出して、ＴＳ切替え部１３に転送する。分離部１４は、Ｔ
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Ｓ切替え部１３を通じて転送されてくるトランスポートストリームＳＴT を受信し、受信
したものから分離した符号化映像信号ＣＳＬV および符号化オーディオ信号ＣＳＬA を、
ビデオ再生部１５およびオーディオ再生部１６に出力する。ビデオ再生部１５およびオー
ディオ再生部１６は、ステップＳ１と同様に動作し、入力された符号化映像信号ＣＳＬV 

および符号化オーディオ信号ＣＳＬA から、映像信号ＳＬV およびオーディオ信号ＳＬA 

を再生し、表示装置４およびスピーカ部６に出力する。つまり、端末装置Ｅ1 は、対象コ
ンテンツの読み出し・再生を行う（ステップＳ１１）。その結果、表示装置４からは、対
象コンテンツを構成する映像の内、ユーザが音声通話の間視聴することができなかった部
分が出力され、スピーカ部６からは、それに同期した音響が出力される。なお、ステップ
Ｓ１１では、ステップＳ１の場合と同様に、コンテンツ蓄積部９に、チューナ１２の出力
トランスポートストリームＳＴT が格納されないよう、制御部８は各部を制御することが
好ましい。
【００３９】
次に、プロセッサ８２は、コンテンツ蓄積部９に未再生のトランスポートストリームＳＴ

T があるか否かを判断し（ステップＳ１２）、それがある場合には、ステップＳ１１を繰
り返し実行する。それに対して、トランスポートストリームＳＴT がない場合、ユーザが
音声通話により見損ねた部分が全て再生されたことになるので、プロセッサ８２は、図３
の処理を終了する。
【００４０】
以上の処理により、端末装置Ｅ1 は、図２に示すように、音声通話の間中、トランスポー
トストリームＳＴT をコンテンツ蓄積部９に書き込む。また、端末装置Ｅ1 は、ユーザが
音声通話を終了し、さらに放送局１０１からのトランスポートストリームＳＴT の受信終
了後、開始指示ＳＬP に応答して、コンテンツ蓄積部９に格納されたトランスポートスト
リームＳＴT の再生が始まる。これによって、コンテンツにおいて、音声通話に起因して
ユーザに出力できなかった部分を、本来の編成時間帯とは別のタイミングで出力可能な通
信端末装置を提供することが可能となる。
【００４１】
また、上述したように、端末装置Ｅ1 は、ステップＳ１１において、コンテンツ蓄積部９
からの読み出しが始まると、コンテンツ蓄積部９への蓄積を停止させることができる。従
って、不必要なコンテンツはコンテンツ蓄積部９に記録されない。これによって、端末装
置Ｅ1 は、コンテンツ蓄積部９の記録容量を効率的に使うことができる。
【００４２】
なお、以上の実施形態では、状態検出部７が、音声通話の状態変化を制御信号ＣＳM を使
って検出していた。しかし、携帯電話に代表される端末装置Ｅ1 では、通常、オンフック
およびオフフック状態にするための入力装置を備えている。状態検出部７は、この入力装
置の出力信号により、通話処理部がオフフック状態になった時を、音声通話について最初
の状態変化、つまり音声通話の開始時点として検出し、通話処理部がオンフック状態にな
った時を、音声通話について次の状態変化、つまり音声通話の終了時点として検出するよ
うにしても良い。
【００４３】
また、以上の実施形態では、通話処理部２は音声通話に関連する処理を行っていたが、こ
れに限らず、テレビ電話に関連する処理を行っても良い。この場合、通話処理部２はさら
に、通話相手側の画像情報を受信し再生して、前述の画像信号ＳＬI が表す画像の代わり
に、通話相手側の様子を表す映像を表示し、さらに、本人側の画像情報を取り込み、符号
化する必要がある。
【００４４】
また、以上の実施形態では、コンテンツはテレビ番組であると例示したが、これに限らず
、コンテンツは、ラジオ放送事業者により定められた編成時間に従って、予定された時間
帯に放送されるラジオ番組であっても構わない。以上のラジオ番組は、オーディオ信号Ｓ
ＬA で表現される音響で構成される。さらに、コンテンツは、インターネットに代表され
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るデジタルネットワークを介してサーバにより、ストリーミング配信される音楽、映像お
よび音響から構成される番組、または音響から構成される番組であっても良い。以上の音
楽は、オーディオ信号ＳＬA で表現される。
【００４５】
図４は、上述の端末装置Ｅ1 の第１の変型例である移動体通信端末装置（以下、単に、端
末装置と称する）Ｅ2 の全体構成を示すブロック図である。図４において、端末装置Ｅ2 

は、プログラムメモリ８１に格納されるのがコンピュータプログラム（以下、単に、プロ
グラムと称する）ＣＰ2 である点と、入力装置１０が入力装置１０３に代わる点とを除き
、端末装置Ｅ1 と同様の構成を有する。それ故に、図４において、図１の構成に相当する
ものには、同じ参照符号を付けて、それらの説明を省略する。
【００４６】
プログラムＣＰ2 は、プログラムＣＰ1 と同様の構成を有する。ただし、プログラムＣＰ

2 を実行することで、端末装置Ｅ2 は、端末装置Ｅ1 と比較して、いくつかの異なる処理
を行うが、この点については、図５および図６を参照して、後述する。
また、入力装置１０３は、ユーザの操作に応答して、トランスポートストリームＳＴT の
受信・再生の終了を指示するための信号（以下、終了指示と称する）ＳＬF を制御部８に
出力する。
【００４７】
次に、図５を参照して、以上の端末装置Ｅ2 において特徴的な動作を概説する。図５にお
いて、端末装置Ｅ2 がトランスポートストリームＳＴT の受信・再生中に着呼があった時
を時刻ｔ0 とすると、時刻ｔ0 から音声通話が終了するまでユーザは対象コンテンツを視
聴できなくなる。そのため、端末装置Ｅ2 は、ユーザが視聴できない間、受信トランスポ
ートストリームＳＴT をコンテンツ蓄積部９に格納する。その後、呼切断時を時刻ｔ1 と
すると、端末装置Ｅ2 は、時刻ｔ1 以降に、コンテンツ蓄積部９に格納されているトラン
スポートストリームＳＴT を読み出し、ｎ倍速で再生する。ここで、ｎはｎ＞１を満たす
数である。また、この時、対象コンテンツにおいて、音声通話に起因してユーザが視聴で
きなかった部分が先頭から順次読み出される。このように、音声通話後に、ｎ倍速再生が
開始されると、ユーザは、対象コンテンツにおいて、本来の編成時間に従って放送されて
いる部分（時刻ｔ1 以降の部分）を視聴できなくなるので、端末装置Ｅ2 は、時刻ｔ1 以
降も、本来の編成時間に従って放送されるトランスポートストリームＳＴT 、つまり対象
コンテンツを、コンテンツ蓄積部９に格納し続ける。以上のような場合、ｎ倍速再生され
ているコンテンツは徐々に、実際に放送されているコンテンツに近づいていき、コンテン
ツ蓄積部９に格納されるトランスポートストリームＳＴT は減っていく。つまり、時刻ｔ

1 からｔ2 までは、ｎ倍速タイムシフト再生が行われる。ｎ倍速のタイムシフト再生とは
、上述からも明らかなように、デジタル放送本来の編成時間とは別の時間軸に沿って対象
コンテンツをｎ倍速で再生することを意味する。
【００４８】
以上のｎ倍速タイムシフト再生の結果、コンテンツ蓄積部９のデータが実質的に空になり
、トランスポートストリームＳＴT の読み出しが不可能になる。この時刻をｔ2 とすると
、時刻ｔ2 を検出した時以降、端末装置Ｅ2 は、コンテンツ蓄積部９への書込みおよびコ
ンテンツ蓄積部９からの読み出しを終了して、放送局１０１から本来の編成時間に従って
放送されているトランスポートストリームＳＴT の受信・再生を行う。
【００４９】
次に、図６のフローチャートを参照して、図５を参照して概説した端末装置Ｅ2 の動作を
詳説する。図６は、図３と比較すると、ステップＳ７～Ｓ１２の代わりに、ステップＳ２
１～Ｓ２６を含む点で相違する。それ以外に両フローチャートの間には相違点は無い。そ
れ故、図６において、図３のステップに相当するものには、同一のステップ番号を付けて
、それぞれの説明を省略する。
【００５０】
ステップＳ６において呼切断があったと判断すると、プロセッサ８２は、時刻ｔ1 （図５
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参照）を検出したことになり、コンテンツのｎ倍速タイムシフト再生を行うために、画像
切替え部３および音声切替え部５の双方に、入力系統を切り替えるための制御信号ＣＳb 

を生成して送信する（ステップＳ２１）。これによって、画像切替え部３は、ビデオ再生
部１５の出力を入力可能な状態に、音声切替え部５は、オーディオ再生部１６の出力を入
力可能な状態に設定される。さらに、プロセッサ８２は、ｎ倍速タイムシフト再生を行う
ために、ＴＳ切替え部１３の入力系統をチューナ１２側から制御部８側に変更し、さらに
、ビデオ再生部１５およびオーディオ再生部１６の双方にｎ倍速再生を行うように指示す
るための制御信号ＣＳc を生成し、ＴＳ切替え部１３、ビデオ再生部１５およびオーディ
オ再生部１６に送信する（ステップＳ２２）。これによって、ＴＳ切替え部１３は、上述
通り、入力系統を変更し、ビデオ再生部１５およびオーディオ再生部１６の再生速度はｎ
倍に設定される。
【００５１】
次に、プロセッサ８２は、コンテンツ蓄積部９に格納されているトランスポートストリー
ムＳＴT を読み出して、ＴＳ切替え部１３に転送する。この時、対象コンテンツにおいて
、音声通話に起因してユーザが視聴できなかった部分が先頭から順次読み出される。つま
り、蓄積トランスポートストリームＳＴT において、音声通話期間に格納された部分が先
頭から順次読み出される。分離部１４は、ＴＳ切替え部１３を通じて転送されてくるトラ
ンスポートストリームＳＴT に対して分離処理を行い、その結果得られる符号化映像信号
ＣＳＬV および符号化オーディオ信号ＣＳＬA を、ビデオ再生部１５およびオーディオ再
生部１６に出力する。ビデオ再生部１５は、入力された符号化映像信号ＣＳＬV から、ｎ
倍速再生に必要なピクチャを選択し、選択したピクチャをＭＰＥＧに従って復号して、映
像信号ＳＬV を再生する。再生された映像信号ＳＬV は、画像切替え部３を通じて、表示
装置４に出力される。また、オーディオ再生部１６は、入力された符号化オーディオ信号
ＣＳＬA から、ｎ倍速再生に必要な部分を選択し、選択したものをＭＰＥＧに従って復号
して、オーディオ信号ＳＬA に再生する。再生されたオーディオ信号ＳＬA は、音声切替
え部５を通じて、スピーカ部６に出力される。また、プロセッサ８２の制御下で、チュー
ナ１２の出力トランスポートストリームＳＴT がコンテンツ蓄積部９に書き込まれる。以
上のように、端末装置Ｅ2 では、ｎ倍速のタイムシフト再生が行われる（ステップＳ２３
）。ステップＳ２３の結果、表示装置４からは、ユーザが音声通話の間に視聴できなかっ
たコンテンツが先頭からｎ倍速で出力され、スピーカ部６からは、それに同期した音響が
出力される。
【００５２】
次に、プロセッサ８２は、コンテンツ蓄積部９に未再生のトランスポートストリームＳＴ

T があるか否かを判断し（ステップＳ２４）、それがある場合には、ステップＳ２３を繰
り返し実行する。それに対して、トランスポートストリームＳＴT がない場合、対象コン
テンツにおいて音声通話に起因して見損ねた部分を全て、ユーザは視聴したことになり、
さらには時刻ｔ2 （図５参照）を検出したことになるので、プロセッサ８２は、コンテン
ツの受信・再生を行うために、ＴＳ切替え部１３の入力系統を制御部８側からチューナ１
２側に変更し、さらに、ビデオ再生部１５およびオーディオ再生部１６の双方に１倍速再
生を行うように指示するための制御信号ＣＳd を生成し、ＴＳ切替え部１３、ビデオ再生
部１５およびオーディオ再生部１６に送信する（ステップＳ２５）。これによって、ＴＳ
切替え部１３は、上述通り、入力系統を変更し、ビデオ再生部１５およびオーディオ再生
部１６の再生速度は１倍に設定される。それ以降、コンテンツ再生部１は、ステップＳ１
と同様の動作にして、対象コンテンツを再生する（ステップＳ２６）。次に、プロセッサ
８２は、終了指示ＳＬF を受信しているか否かを判断し（ステップＳ２７）、それを受信
していない場合には、ユーザが対象コンテンツをまだ視聴していると判断して、ステップ
Ｓ２６を繰り返し実行する。それに対して、終了指示ＳＬF を受信している場合には、ユ
ーザがコンテンツの視聴を終えたと判断して、図６の処理を終了する。
【００５３】
以上の処理により、端末装置Ｅ2 は、図５に示すように、音声通話の開始時点（つまり、
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時刻ｔ0 ）から時刻ｔ2 まで、トランスポートストリームＳＴT をコンテンツ蓄積部９に
書込み、音声通話の終了時点（つまり、時刻ｔ1 ）から、コンテンツ蓄積部９に格納され
ている対象コンテンツにおいて、ユーザが視聴していない部分を先頭からｎ倍速で再生し
始める。このようなｎ倍速のタイムシフト再生は時刻ｔ1 からｔ2 まで行われる。これに
よって、コンテンツ蓄積部９に格納されるトランスポートストリームＳＴT を小容量にす
ることができ、さらにその格納領域をいち早く解放することが可能になるので、コンテン
ツ蓄積部９の記録領域を有効利用することが可能になる。
【００５４】
なお、以上の変型例では、ビデオ再生部１５およびオーディオ再生部１６がｎ倍速再生に
必要なものを選択して再生していたが、これに限らず、プロセッサ８２が、コンテンツ蓄
積部９に蓄積されたトランスポートストリームＳＴT から、ｎ倍速再生に必要な部分のみ
を読み出して、ＴＳ切替え部１３に転送するようにしても良い。
【００５５】
また、以上の変型例では、プロセッサ８２が、コンテンツ蓄積部９にトランスポートスト
リームＳＴT が残っているか否かに基づいて、ｎ倍速再生から１倍速再生に遷移するタイ
ミングを判断していたが、これに限らず、書込み中のトランスポートストリームＳＴT に
含まれるＰＴＳ(Presentation Time Stamp )の値と、読み出し中のトランスポートストリ
ームＳＴT に含まれるＰＴＳの値との差が実質的にゼロになった時に、ｎ倍速再生から１
倍速再生に遷移するようにしても良い。
【００５６】
他にも、対象コンテンツにおいて、ユーザが不要と想定可能な部分（典型的にはコマーシ
ャル）を飛ばして、テレビ番組のみが再生されると、コンテンツ蓄積部９が実質的に空に
なる場合がある。このような時刻ｔ2 を検出した時以降、端末装置Ｅ2 は、放送局１０１
から本来の編成時間に従って放送されているトランスポートストリームＳＴT の受信・再
生を行っても良い。さらに、この場合において、コンテンツ蓄積部９に、ユーザが不要と
想定可能な部分を書き込まないようにすることが好ましい。これにより、コンテンツ蓄積
部９において、対象コンテンツが占有する格納領域を少なくすることができる。
【００５７】
図７は、上述の端末装置Ｅ1 の第２の変型例である移動体通信端末装置（以下、単に、端
末装置と称する）Ｅ3 の全体構成を示すブロック図である。図７において、端末装置Ｅ3 

は、プログラムメモリ８１に格納されるのがコンピュータプログラム（以下、単に、プロ
グラムと称する）ＣＰ3 である点と、画像切替え部３が画像合成部１０４に代わる点とを
除き、端末装置Ｅ1 と同様の構成を有する。それ以外に両端末装置Ｅ3 およびＥ1 の間に
相違点は無いので、図７において、図１の構成に相当するものには、同じ参照符号を付け
て、それらの説明を省略する。
【００５８】
プログラムＣＰ3 は、プログラムＣＰ1 と同様の構成を有する。プログラムＣＰ3 を実行
することで、端末装置Ｅ3 は、端末装置Ｅ1 と比較して、いくつかの異なる処理を行うが
、この点については、図８および図９を参照して後述する。画像合成部１０４には、音声
通話の間、ビデオ再生部１５からの映像信号ＳＬV および、制御部８で生成された画像信
号ＳＬI が入力される。画像合成部１０４は、入力映像信号ＳＬV および入力画像信号Ｓ
ＬI を合成して、合成画像信号ＳＬM を生成して、表示装置４に出力する。なお、画像合
成部１０４は、トランスポートストリームＳＴT の受信・再生時には、ビデオ再生部１５
の出力映像信号ＳＬV をそのまま表示装置４に出力する。
【００５９】
次に、図８を参照して、以上の端末装置Ｅ3 において特徴的な動作を概説する。図８にお
いて、端末装置Ｅ3 がトランスポートストリームＳＴT の受信・再生中に着呼があった時
を時刻ｔ0 とし、呼切断した時を時刻ｔ1 とする。これまでの説明では、時刻ｔ0 からｔ

1 の間、ユーザは対象コンテンツを視ることができなかったが、本変型例では、端末装置
Ｅ3 は、時刻ｔ0 からｔ1 の間、上述のような合成画像ＳＬM を生成して、表示する。こ
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れによって、ユーザは、音声通話の間にも、対象コンテンツを視聴することも可能になる
ため、より使い勝手の良い端末装置Ｅ3 を提供できるようになる。
【００６０】
次に、図９のフローチャートを参照して、図８を参照して概説した端末装置Ｅ3 の動作を
より詳しく説明する。図９は、図３と比較すると、ステップＳ４の代わりに、ステップＳ
３１を含む点で相違する。それ以外に両フローチャートの間には相違点は無い。それ故、
図９において、図３のステップに相当するものには、同一のステップ番号を付けて、それ
ぞれの説明を省略する。
【００６１】
ステップＳ２において、着呼を示す状態通知ＣＳSTを受信している場合、プロセッサ８２
は、プログラムＣＰ3 を構成する通話処理用プログラムの実行を開始する。それ以降、端
末装置Ｅ3 は、音声通話に必要な処理を行い、さらに、合成画像ＳＬM を作成し表示する
（ステップＳ３１）。音声通話に必要な処理については、上述の実施形態と同様であるた
め、本変型例では説明を省略し、ここでは、合成画像ＳＬM の作成・表示について詳説す
る。つまり、プロセッサ８２は、必要に応じて画像信号ＳＬI を作業領域８３上で作成し
て、画像合成部１０４に送信する。画像合成部１０４には、上述したように、ビデオ再生
部１５からの映像信号ＳＬV も入力される。画像合成部１０４は、入力画像信号ＳＬI お
よび入力映像信号ＳＬV を合成して、音声通話に使われる画像上に、コンテンツを表す映
像が重畳された合成画像信号ＳＬM を生成する。表示装置４は、以上の合成画像信号ＳＬ

M を受信して、受信したものに対して表示処理を行うことで、現在時刻等を含む画像と、
対象コンテンツを表す映像とを出力する。以上の処理により、端末装置Ｅ3 は、音声通話
の間であっても、対象コンテンツを出力することが可能になる。
【００６２】
なお、上述では、端末装置Ｅ3 は、端末装置Ｅ1 の変型例として説明したが、これに限ら
ず、端末装置Ｅ2 を変形したものであっても良い。つまり、図６のステップＳ４の代わり
に、上述のステップＳ３１が実行されても良い。
【００６３】
また、以上の変型例では、合成画像信号ＳＬM は、対象コンテンツと、音声通話に必要な
画像とを合成したものであった。しかし、これに限らず、トランスポートストリームＳＴ

T に、コンテンツを構成する音声と同じ内容を文字で表すデータ、つまりキャプションを
表すデータが多重されている場合には、画像合成部１０４は、図１０に示すように、キャ
プションをさらに合成した合成画像信号ＳＬM を生成しても良い。また、通話処理部２が
テレビ電話に必要な処理を行う場合には、画像合成部１０４は、図１１に示すように通話
相手側の映像をさらに合成した合成画像信号ＳＬM を生成しても良い。さらに、画像合成
部１０４は、図１２に示すように、本人側の画像情報をさらに合成した合成画像信号ＳＬ

M を生成しても良い。
【００６４】
図１３は、上述の端末装置Ｅ1 の第３の変型例である移動体通信端末装置（以下、単に、
端末装置と称する）Ｅ4 の全体構成を示すブロック図である。図１３において、端末装置
Ｅ4 は、プログラムメモリ８１に格納されるのがコンピュータプログラム（以下、単に、
プログラムと称する）ＣＰ4 である点と、無音検出部１０５をさらに含む点とを除き、端
末装置Ｅ1 と同様の構成を有する。それ故、図１３において、図１の構成に相当するもの
には、同じ参照符号を付けて、それらの説明を省略する。
【００６５】
プログラムＣＰ4 は、プログラムＣＰ1 と同様の構成を有する。ただし、プログラムＣＰ

4 を実行することで、端末装置Ｅ4 は、端末装置Ｅ1 と比較して、いくつかの異なる処理
を行うが、この点については、図１４および図１５を参照して、後で詳細に説明する。
無音検出部１０５には、音声再生部２３の出力音声信号ＳＬS1が入力される。無音検出部
１０５は典型的には、入力音声信号ＳＬS1の振幅値から、相手方が会話していない無音時
間帯ＢNSをそれぞれ検出し、その開始時点または終了時点を示すタイミング信号ＳＬT を
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生成し、制御部８に出力する。
【００６６】
次に、図１４を参照して、以上の端末装置Ｅ4 において特徴的な動作を概説する。図１４
において、時刻ｔ0 およびｔ1 を前述通りに定義すると、前述の実施形態では、時刻ｔ0 

からｔ1 の間、ユーザは対象コンテンツを構成する音声を聴くことができなかったが、本
変型例では、端末装置Ｅ4 は、音声信号ＳＬS1から、相手方が会話していない無音時間帯
ＢNSをそれぞれ検出し、検出した無音時間帯ＢNSでは、オーディオ再生部１６からオーデ
ィオ信号ＳＬA がスピーカ部６に入力されるように、音声切替え部５の入力系統を設定す
る。これによって、ユーザは、音声通話の期間中であっても無音時間帯ＢNSの間に限り、
対象コンテンツの音声を聴くことが可能になるため、より使い勝手の良い端末装置Ｅ4 を
提供できるようになる。
【００６７】
次に、図１５のフローチャートを参照して、以上の端末装置Ｅ4 の動作を詳説する。図１
５は、図３と比較すると、ステップＳ４１～Ｓ４４をさらに含む点で相違する。それ以外
に両フローチャートの間には相違点は無い。それ故、図１５において、図３のステップに
相当するものには、同一のステップ番号を付けて、それぞれの説明を省略する。
【００６８】
ステップＳ５の次に、プロセッサ８２は、無音検出部１０５からタイミング信号ＳＬT を
受け取っているか否かを判断し（ステップＳ４１）、それ受け取っていなければ、音声切
替え部５の切り替えを行う必要性がないことから、ステップＳ６を実行する。それに対し
て、タイミング信号ＳＬT を受け取っている場合、プロセッサ８２は、それが無音時間帯
ＢNSの終了時点を示しているか否かを判断し（ステップＳ４２）、そうでなければ、その
開始時点を示すタイミング信号ＳＬT を受信していることになるので、音声切替え部５の
入力系統を音声再生部２３からオーディオ再生部１６へと切り替えるための制御信号ＣＳ

d を生成し、音声切替え部５に出力する（ステップＳ４３）。逆に、ステップＳ４２で無
音時間帯ＢNSの終了時点を示すタイミング信号ＳＬT を受信している場合には、プロセッ
サ８２は、音声切替え部５の入力系統をオーディオ再生部１６から音声再生部２３へと切
り替えるための制御信号ＣＳe を生成し、音声切替え部５に出力する（ステップＳ４４）
。以上のステップＳ４３またはステップＳ４４の実行が終了すると、プロセッサ８２は、
ステップＳ４を再度実行する。以上の処理により、図１３を参照して説明したように、端
末装置Ｅ4 は、音声通話の期間中であっても無音時間帯ＢNSの間に限り、対象コンテンツ
を構成する音声を出力することが可能になる。
【００６９】
なお、上述では、端末装置Ｅ4 は、端末装置Ｅ1 の変型例として説明したが、これに限ら
ず、端末装置Ｅ2 またはＥ3 を変形したものであっても良い。つまり、上述のステップＳ
４１～Ｓ４４は、図６または図９のフローチャートに組み込まれても良い。
【００７０】
図１６は、上述の端末装置Ｅ1 の第４の変型例である移動体通信端末装置（以下、単に、
端末装置と称する）Ｅ5 の全体構成を示すブロック図である。図１６において、端末装置
Ｅ5 は、プログラムメモリ８１に格納されるのがコンピュータプログラム（以下、単に、
プログラムと称する）ＣＰ5 である点と、音声切替え部５およびスピーカ部６が、音声切
替え部１０６、第１のスピーカ部１０７および第２のスピーカ部１０８に代わる点とを除
き、端末装置Ｅ1 と同様の構成を有する。それ故、図１６において、図１の構成に相当す
るものには、同じ参照符号を付けて、それらの説明を省略する。
【００７１】
プログラムＣＰ5 は、プログラムＣＰ1 と同様の構成を有する。ただし、プログラムＣＰ

5 を実行することで、端末装置Ｅ4 は、端末装置Ｅ1 と比較して、いくつかの異なる処理
を行うが、この点については、図１７および図１８を参照して、後で詳細に説明する。
音声切替え部１０６には、オーディオ再生部１６の出力オーディオ信号ＳＬA と、音声再
生部２３の出力音声信号ＳＬS1とが入力される。音声切替え部１０６は、トランスポート
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ストリームＳＴT の受信・再生中には、入力オーディオ信号ＳＬA を、第１のスピーカ部
１０７および第２のスピーカ部１０８に出力する。それに対して、音声切替え部１０６は
、音声通話中には、入力オーディオ信号ＳＬA を、第１のスピーカ部１０７および第２の
スピーカ部１０８のいずれか一方に出力し（図１６においては、第２のスピーカ部１０８
に出力）、入力音声信号ＳＬS1を、第１のスピーカ部１０７および第２のスピーカ部１０
８のいずれか他方に出力する（図１６においては、第１のスピーカ部１０７に出力）。こ
こで、音声切替え部１０６は、制御部８の出力制御信号ＣＳa およびＣＳb に従って、入
出力系統を切り替える。
第１および第２のスピーカ部１０７および１０８は、ステレオ出力のためのためのＬ側お
よびＲ側のスピーカ部である。
【００７２】
次に、図１７を参照して、以上の端末装置Ｅ5 において特徴的な動作を概説する。図１７
において、前述の実施形態でも説明したように、時刻ｔ0 からｔ1 の間、ユーザは対象コ
ンテンツを構成する音響を聴くことができなかったが、本変型例では、端末装置Ｅ5 は、
音声通話期間中に限り、音声切替え部１０６を制御して、音声再生部２３からの音声信号
ＳＬS1を第１のスピーカ部１０７から出力し、オーディオ再生部１６からのオーディオ信
号ＳＬA を、第２のスピーカ部１０８から出力する。これによって、ユーザは、音声通話
の期間中であっても対象コンテンツの音響を聴くことが可能になるため、より使い勝手の
良い端末装置Ｅ5 を提供できるようになる。
【００７３】
次に、図１８のフローチャートを参照して、以上の端末装置Ｅ5 の動作を詳説する。図１
８は、図３と比較すると、ステップＳ３、Ｓ４およびＳ７の代わりに、ステップＳ５１～
Ｓ５３をさらに含む点で相違する。それ以外に両フローチャートの間には相違点は無い。
それ故、図１８において、図３のステップに相当するものには、同一のステップ番号を付
けて、それぞれの説明を省略する。
【００７４】
ステップＳ２において着呼を示す状態通知ＣＳSTを受信している場合、プロセッサ８２は
、画像切替え部３および音声切替え部５の双方に、入力系統を切り替えるための制御信号
ＣＳa を生成して送信する（ステップＳ５１）。これによって、画像切替え部３は、制御
部８の出力を入力可能な状態に、音声切替え部５は、オーディオ再生部１６および音声再
生部２３の双方の出力を入力可能な状態に設定される。
【００７５】
次に、プロセッサ８２は、プログラムＣＰ5 の通話処理用プログラムの実行を開始する。
それ以降、端末装置Ｅ5 は、音声通話のために基地局１０２と多重化信号ＳＬS を交換し
、それに含まれる音声信号ＳＬS1を再生して、通話相手の音声を出力し、さらに、ユーザ
の音声を表す符号化音声信号ＣＳＬS2を作成して多重化し、多重化信号ＳＬS を基地局１
０２に送信する（ステップＳ５２）。より具体的には、無線通信部２２は、分離器および
多重化器の機能を交互に切り替え、分離器として働く場合には、アンテナ２１からの入力
多重化信号ＳＬS から符号化音声信号ＣＳＬS1を分離して、音声再生部２３に出力する。
音声再生部２３は、入力符号化音声信号ＣＳＬS1を復号して、音声切替え部１０６を通じ
て、第１のスピーカ部１０７および第２のスピーカ部１０８のいずれか一方に、復号した
音声信号ＳＬS1を出力する。また、同時に、オーディオ再生部１６は、再生したオーディ
オ信号ＳＬA を、音声切替え部１０６を通じて、第１のスピーカ部１０７および第２のス
ピーカ部１０８のいずれか他方に出力する。以上の処理により、スピーカ部６からは、通
話相手が話した内容、およびコンテンツを構成する音声が出力される。
【００７６】
また、音声符号化部２５は、音声入力部２４からの音声信号ＳＬS2を符号化して、符号化
音声信号ＣＳＬS2を無線通信部２２に出力する。無線通信部２２は、多重化器として働く
場合、入力符号化音声信号ＣＳＬS2を多重化し、アンテナ２１を通じて、多重化信号ＳＬ

S を基地局１０２に送信する。
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さらに、プロセッサ８２は、必要に応じて画像信号ＳＬI を作業領域８３上で作成して、
画像切替え部３を通じて表示装置４に、作成したものを送信する。以上の処理により、表
示装置４からは、現在時刻等を含む画像が出力される。
【００７７】
また、ステップＳ６で呼切断があったと判断されると、プロセッサ８２は、画像切替え部
３および音声切替え部５の双方に、入力系統を切り替えるための制御信号ＣＳb を生成し
て送信する（ステップＳ５３）。これによって、画像切替え部３は、ビデオ再生部１５の
出力を入力可能な状態に、音声切替え部１０６は、オーディオ再生部１６の出力を入力可
能な状態に設定される。以上の処理により、図１７を参照して説明したように、端末装置
Ｅ5 は、音声通話中であっても、対象コンテンツを構成する音響を出力することが可能に
なる。
【００７８】
なお、上述では、端末装置Ｅ5 は、端末装置Ｅ1 の変型例として説明したが、これに限ら
ず、端末装置Ｅ2 またはＥ3 を変形したものであっても良い。つまり、上述のステップＳ
５１～Ｓ５３は、図６または図９のフローチャートに組み込まれても良い。
【００７９】
図１９は、上述の端末装置Ｅ1 の　第５の変型例に係る移動体通信端末装置（以下、単に
、端末装置と称する）Ｅ6 の全体構成を示すブロック図である。図１９において、端末装
置Ｅ6 は、前述の端末装置Ｅ1 と比較すると、プログラムメモリ８１にコンピュータプロ
グラムＣＰ6 が格納される点と、入力装置１０９をさらに備える点と、予約蓄積部１１０
をさらに備える点とで相違する。それ以外に、両端末装置Ｅ6 およびＥ1 に相違点はない
ので、図１９において、図１の構成に相当するものには同一の参照番号を付けて、その説
明を省略する。
【００８０】
プログラムＣＰ6 は、プログラムＣＰ1 と同様の構成を有する。ただし、プログラムＣＰ

6 を実行することで、端末装置Ｅ6 は、端末装置Ｅ1 と比較して、いくつかの異なる処理
を行うが、この点については、図２０および図２１を参照して、後で詳細に説明する。
【００８１】
入力装置１０９は、ユーザの操作に応答して、ユーザが将来視聴したいコンテンツのチャ
ネルおよび放送開始時刻を示す信号（以下、予約情報と称する）ＳＬR を制御部８に出力
する。
【００８２】
次に、図２０を参照して、以上の端末装置Ｅ6 において特徴的な動作を概説する。図２０
において、端末装置Ｅ6 の予約蓄積部１１０には、ユーザが入力装置１０９を操作するこ
とにより生成された予約情報ＳＬR が格納される。その後、端末装置Ｅ6 を使ってユーザ
が音声通話している最中に、予約情報ＳＬR により特定されるコンテンツ（以下、対象コ
ンテンツと称する）が始まった時を、時刻ｔ0 とすると、時刻ｔ0 から音声通話が終了す
るまでユーザは対象コンテンツを視聴できなくなる。なお、コンテンツの定義に関しては
、第１の実施形態と同様である。そのため、端末装置Ｅ6 は、ユーザが視聴できない間、
受信トランスポートストリームＳＴT をコンテンツ蓄積部９に格納する。その後、音声通
話が終了し、呼切断した時を時刻ｔ1 とすると、端末装置Ｅ6 では、時刻ｔ1 以降の時刻
ｔ2 から、受信トランスポートストリームＳＴT が再生される。これによって、ユーザは
、対象コンテンツにおいて、音声通話の期間中に放送されていた部分を視聴することが可
能となる。
【００８３】
次に、図２１のフローチャートを参照して、図２０を参照して概説した端末装置Ｅ6 の動
作を詳説する。図２１において、ユーザは、端末装置Ｅ6 の入力装置１０９を操作して、
対象コンテンツのチャネルおよび放送開始時刻を入力する。その入力に応答して、入力装
置１０９は、入力されたものを示す予約情報ＳＬR を生成する。生成された予約情報ＳＬ

R は、プロセッサ８２の制御下で、予約蓄積部１１０に格納される（ステップＳ６１）。
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【００８４】
その後、通話処理部２に着呼を示す制御信号ＣＳM が到着すると、プロセッサ８２は、状
態検出部７から状態通知ＣＳSTを受け取り、それに応答して、プログラムＣＰ6 を構成す
る通話処理用のプログラムを実行する。この時、画像切替え部３は、制御部８の出力を入
力可能な状態に、音声切替え部５は、音声再生部２３の出力を入力可能な状態に設定され
る。その後、端末装置Ｅ6 は、前述のステップＳ４と同様にして、音声通話のために基地
局１０２と多重化信号ＳＬS を交換する（ステップＳ６２）。
【００８５】
次に、プロセッサ８２は、予約蓄積部１１０にアクセスし、予約情報ＳＬR で特定される
対象コンテンツが始まっているか否かを判断し（ステップＳ６３）、始まっていない場合
には、トランスポートストリームＳＴT の書込みを行う必要性がないことから、ステップ
Ｓ６２を繰り返し実行する。それに対して、対象コンテンツが始まっている場合、プロセ
ッサ８２は、前述のステップＳ５と同様にして、プロセッサ８２の制御下で、プロセッサ
８２によって、チューナ１２が受信すべきチャネルが設定された後に、チューナ１２の出
力トランスポートストリームＳＴT をコンテンツ蓄積部９に書き込む（ステップＳ６４）
。書込みが終了すると、プロセッサ８２は、ステップＳ６と同様にして、呼切断を示す状
態通知ＣＳSTを受け取っているか否かを判断し（ステップＳ６５）、それを受け取ってい
ない場合には、コンテンツ蓄積部９内のトランスポートストリームＳＴT の再生を行う必
要性がないことから、ステップＳ６２を再度実行する。それに対して、呼切断を示す状態
通知ＣＳSTを受信している場合には、プロセッサ８２は、それに必要な処理を行った後に
、コンテンツ蓄積部９への書込みを終了し、さらに、画像切替え部３および音声切替え部
５の双方に入力系統の切り替えを指示するための制御信号ＣＳa を生成し、それぞれに送
信する（ステップＳ６６）。
【００８６】
ステップＳ６６により入力系統が切り替えられた結果、前述のステップＳ１と同様に、表
示装置４からは対象コンテンツを表す映像が出力され、スピーカ部６からはそれに同期し
た音声が出力される（ステップＳ６７）。その後、プロセッサ８２は、入力装置１０から
開始指示ＳＬP を受信しているか否かを判断し（ステップＳ６８）、それを受信していな
い場合、コンテンツ蓄積部９からトランスポートストリームＳＴT を読み出す必要がない
ことから、ステップＳ６７を繰り返し実行する。それに対して、開始指示ＳＬP を受信し
ている場合、プロセッサ８２は、ＴＳ切替え部１３の入力系統をチューナ１２側から制御
部８側に変更するための制御信号ＣＳc を生成し、分離部１４に送信する（ステップＳ６
９）。以上のステップＳ６９により、ＴＳ切替え部１３は、上述通りに入力系統を変更す
る。
【００８７】
次に、プロセッサ８２は、コンテンツ蓄積部９に格納されているトランスポートストリー
ムＳＴT を読み出して、ＴＳ切替え部１３に転送する。分離部１４は、ＴＳ切替え部１３
を通じて転送されてくるトランスポートストリームＳＴT に対して分離処理を行い、その
結果得られる符号化映像信号ＣＳＬV およびオーディオ信号ＣＳＬA をビデオ再生部１５
およびオーディオ再生部１６に出力する。ビデオ再生部１５およびオーディオ再生部１６
は、ステップＳ１と同様に動作して、映像信号ＳＬV およびオーディオ信号ＳＬA を再生
する（ステップＳ６１０）。その結果、表示装置４からは、ユーザが音声通話の間視聴で
きなかった対象コンテンツを表す映像が出力され、スピーカ部６からは、それに同期した
音響が出力される。
【００８８】
次に、プロセッサ８２は、ステップＳ１１と同様に、コンテンツ蓄積部９に未再生のトラ
ンスポートストリームＳＴT があるか否かを判断し（ステップＳ６１１）、それがある場
合には、ステップＳ６１０を繰り返し実行する。それに対して、トランスポートストリー
ムＳＴT がない場合、音声通話により見損ねた部分を全て、ユーザは視聴したことになる
ので、プロセッサ８２は、図２１の処理を終了する。
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【００８９】
以上の処理により、端末装置Ｅ6 は、図２０に示すように、対象コンテンツの放送開始後
、音声通話の間中、トランスポートストリームＳＴT をコンテンツ蓄積部９に書込み、ユ
ーザが音声通話を終了し、さらに放送局１０１からトランスポートストリームＳＴT を受
信することを終了した後、コンテンツ蓄積部９に格納されているトランスポートストリー
ムＳＴT の再生が始まる。これによって、コンテンツにおいて、音声通話に起因してユー
ザに出力できなかった部分を、本来の編成時間帯とは別のタイミングで出力可能な通信端
末装置を提供することが可能となる。
【００９０】
なお、上述では、端末装置Ｅ6 は、端末装置Ｅ1 の変型例として説明したが、これに限ら
ず、端末装置Ｅ2 ～Ｅ5 を変形したものであっても良い。また、端末装置Ｅ6 の機能を、
端末装置Ｅ1 ～Ｅ5 に組み合わせても良い。
【００９１】
図２２は、上述の端末装置Ｅ1 の第６の変型例である移動体通信端末装置（以下、単に、
端末装置と称する）Ｅ7 の全体構成を示すブロック図である。図２２において、端末装置
Ｅ7 は、プログラムメモリ８１に格納されるのがコンピュータプログラム（以下、単に、
プログラムと称する）ＣＰ7 である点と、入力装置１０が特に必要無い点とを除き、端末
装置Ｅ1 と同様の構成を有する。それ故に、図２２において、図１の構成に相当するもの
には、同じ参照符号を付けて、それらの説明を省略する。
【００９２】
プログラムＣＰ7 は、プログラムＣＰ1 と同様の構成を有する。ただし、プログラムＣＰ

7 を実行することで、端末装置Ｅ7 は、端末装置Ｅ1 と比較して、いくつかの異なる処理
を行うが、この点については、図２３および図２４を参照して、後述する。
【００９３】
次に、図２３を参照して、以上の端末装置Ｅ7 において特徴的な動作を概説する。図２３
において、前述同様、時刻ｔ0 からｔ1 の間、音声通話が行われるので、ユーザは対象コ
ンテンツを視聴できなくなる。そのため、端末装置Ｅ7 は、時刻ｔ1 以降、少なくとも対
象コンテンツの放送が終了する時刻ｔ2 まで、受信トランスポートストリームＳＴT をコ
ンテンツ蓄積部９に格納する。その後、呼切断（時刻ｔ1 ）の直後に、端末装置Ｅ7 は、
コンテンツ蓄積部９に格納されているトランスポートストリームＳＴT を読み出し、１倍
速で再生する。また、この時、対象コンテンツにおいて、音声通話に起因してユーザが視
聴できなかった部分が先頭から順次読み出され、ユーザに提供される。したがって、端末
装置Ｅ7 は、時刻ｔ1 から、コンテンツ蓄積部９からの読み出しが終了する時刻ｔ3 まで
の間、コンテンツ蓄積部９内の対象コンテンツがユーザに提供される。つまり、音声通話
後に、端末装置Ｅ7 は、コンテンツをタイムシフト再生、つまり、本来の編成時間から時
間（ｔ1 －ｔ0 ）だけずれた時間軸に沿ってコンテンツを再生することになる。
【００９４】
次に、図２４のフローチャートを参照して、図２３を参照して概説した端末装置Ｅ7 の動
作を詳説する。図２４は、図３と比較すると、ステップＳ７～Ｓ１２の代わりに、ステッ
プＳ７１～Ｓ７４を含む点で相違する。それ以外に両フローチャートの間には相違点は無
い。それ故、図２４において、図３のステップに相当するものには、同一のステップ番号
を付けて、それぞれの説明を省略する。
【００９５】
ステップＳ６において呼切断があったと判断すると、プロセッサ８２は、時刻ｔ1 （図２
３参照）を検出したことになり、図６のステップＳ２１で説明した制御信号ＣＳb を生成
して送信する（ステップＳ７１）。これによって、画像切替え部３および音声切替え部５
は、ステップＳ２１で説明した状態に設定される。さらに、プロセッサ８２は、ＴＳ切替
え部１３の入力系統を制御部８側に変更し、さらに、図６のステップＳ２２で説明した制
御信号ＣＳc を生成し、必要な構成に送信する（ステップＳ７２）。これによって、ＴＳ
切替え部１３は、上述通り、入力系統を変更し、ビデオ再生部１５およびオーディオ再生
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部１６の再生速度は１倍に設定される。
【００９６】
次に、プロセッサ８２は、コンテンツ蓄積部９内のトランスポートストリームＳＴT を読
み出して、ＴＳ切替え部１３に転送する。この時、対象コンテンツにおいて、音声通話に
起因してユーザが視聴できなかった部分が先頭から順次読み出される。分離部１４は、Ｔ
Ｓ切替え部１３を通じて受信したトランスポートストリームＳＴT から、符号化映像信号
ＣＳＬV および符号化オーディオ信号ＣＳＬA を再生し、ビデオ再生部１５およびオーデ
ィオ再生部１６に出力する。これによって、映像信号ＳＬV がビデオ再生部１５により再
生され、画像切替え部３を通じて表示装置４に出力される。また、オーディオ信号ＳＬA 

は、オーディオ再生部１６により再生され、音声切替え部５を通じてスピーカ部６に出力
される。さらに、プロセッサ８２の制御下で、チューナ１２の出力トランスポートストリ
ームＳＴT がコンテンツ蓄積部９に書き込まれ続ける。以上のように、端末装置Ｅ7 では
、タイムシフト再生が行われる（ステップＳ７３）。ステップＳ７３の結果、表示装置４
からは、ユーザが音声通話の間に視聴できなかったコンテンツが先頭から１倍速で出力さ
れ、スピーカ部６からは、それに同期した音響が出力される。
【００９７】
次に、プロセッサ８２は、タイムシフト再生を終了するか否かを判断し（ステップＳ７４
）、終了しない場合には、ステップＳ７３を繰り返し実行する。逆に、タイムシフト再生
を終了する場合、図２４の処理を終了する。
【００９８】
以上の処理により、端末装置Ｅ7 は、図２３に示すように、音声通話の開始時点（つまり
、時刻ｔ0 ）以降、トランスポートストリームＳＴT をコンテンツ蓄積部９に書込み、音
声通話の終了時点（つまり、時刻ｔ1 ）から、コンテンツ蓄積部９に格納されている対象
コンテンツにおいて、ユーザが視聴していない部分を先頭からタイムシフト再生し始める
。これによって、コンテンツにおいて、音声通話に起因してユーザに出力できなかった部
分を、本来の編成時間帯とは別のタイミングで出力可能な通信端末装置を提供することが
可能となる。
【００９９】
図２５は、上述の端末装置Ｅ1 の第７の変型例である移動体通信端末装置（以下、単に、
端末装置と称する）Ｅ8 の全体構成を示すブロック図である。図２５において、端末装置
Ｅ8 は、分離部１４が分離部１２０に代わる点と、プログラムメモリ８１に格納されるの
がコンピュータプログラム（以下、単に、プログラムと称する）ＣＰ8 である点とを除き
、端末装置Ｅ1 と同様の構成を有する。それ以外に両端末装置Ｅ3 およびＥ1 の間に相違
点は無いので、図２５において、図１の構成に相当するものには、同じ参照符号を付けて
、それらの説明を省略する。
【０１００】
分離部１２０は、分離部１４と同様に、ＴＳ切替え部１３の出力トランスポートストリー
ムＳＴT から分離した符号化映像信号ＣＳＬV および符号化オーディオ信号ＣＳＬA を、
ビデオ再生部１５およびオーディオ再生部１６に出力する。そのほかに、分離部１２０は
、入力トランスポートストリームＳＴT から、現在受信しているコンテンツの放送終了時
刻が少なくとも記述されているＰＭＴ（Program Map Table ）を分離して、プロセッサ８
２に送る。
【０１０１】
プログラムＣＰ8 は、プログラムＣＰ1 と同様の構成を有する。プログラムＣＰ8 を実行
することで、端末装置Ｅ8 は、端末装置Ｅ1 と比較して、いくつかの異なる処理を行うが
、この点については、図２６および図２７を参照して後述する。
【０１０２】
次に、図２６を参照して、以上の端末装置Ｅ8 において特徴的な動作を概説する。図２６
において、前述した通り、時刻ｔ0 からｔ1 の間、ユーザは音声通話を行うが、対象コン
テンツが時刻ｔ0 からｔ1 までの間の時刻ｔ2 で終了した場合、プロセッサ８２は、対象



(20) JP 4368125 B2 2009.11.18

10

20

30

40

50

コンテンツのコンテンツ蓄積部９への書込みを終了させる。
【０１０３】
次に、図２７のフローチャートを参照して、図２６を参照して概説した端末装置Ｅ8 の動
作をより詳しく説明する。図２７は、図３と比較すると、ステップＳ８１～Ｓ８３をさら
に含む点で相違する。それ以外に両フローチャートの間には相違点は無い。それ故、図２
７において、図３のステップに相当するものには、同一のステップ番号を付けて、それぞ
れの説明を省略する。
【０１０４】
　ステップＳ４の次に、プロセッサ８２は、ステップＳ８３で行われる書込み終了処理を
実行済か否かを判断し（ステップＳ８１）、未実行の場合には、ステップＳ５を行う。逆
に、書込み終了処理を実行済の場合、プロセッサ８２は、受信トランスポートストリーム
ＳＴT をコンテンツ蓄積部９に書き込む必要がなく、ステップＳ５等をスキップして、ス
テップＳ６を行う。
【０１０５】
また、プロセッサ８２は、ステップＳ５の次に、分離部１２０から送られてくるＰＭＴを
使って、対象コンテンツの放送終了時刻が来たか否かを判断する（ステップＳ８２）。放
送終了時刻ではないと判断すると、プロセッサ８２は、ステップＳ６を行う。逆に、放送
終了時刻であると判断すると、プロセッサ８２は、対象コンテンツのコンテンツ蓄積部９
への書込みを終了させる（ステップＳ８３）。つまり、プロセッサ８２は、チューナ１２
からのトランスポートストリームＳＴT をコンテンツ蓄積部９に転送せずに破棄する。そ
の後、プロセッサ８２は、ステップＳ６を行う。以上の処理により、対象コンテンツの放
送が終了すると、コンテンツ蓄積部９への書込みが終了するので、記録容量の小さいコン
テンツ蓄積部９に好適な記録・再生を行うことができる。
【０１０６】
なお、上述では、端末装置Ｅ8 は、端末装置Ｅ1 の変型例として説明したが、これに限ら
ず、端末装置Ｅ2 ～Ｅ7 を変形したものであっても良い。
また、前述したように、チューナ１２およびＴＳ切替え部１３の間にスイッチ（図示せず
）が配されている場合には、プロセッサ８２は、ステップＳ８３で、チューナ１２の出力
トランスポートストリームＳＴT が制御部８に入力されないようにしても良い。
【０１０７】
また、以上の変型例では、プロセッサ８２は、ＰＭＴを使って、対象コンテンツの終了時
刻が来たか否かを判断していた。しかし、これに限らず、電子番組表（つまり、ＥＰＧ(E
lectric Program Guide)）を取得可能な場合には、プロセッサ８２は、取得した電子番組
表を使って、対象コンテンツの終了時刻が来たか否かを判断しても良い。
【０１０８】
また、以上の実施形態および全変型例において、プロセッサ８２は、コンテンツ蓄積部９
の記録容量の残りを検出し、さらに、検出した残量に基づいて、対象コンテンツを書き込
む際のビットレートを決定した後、決定したビットレートに従って、対象コンテンツをコ
ンテンツ蓄積部９に格納しても良い。
【０１０９】
また、以上の実施形態および全変型例において、コンテンツ蓄積部９には、トランスポー
トストリームＳＴT から変換されたプログラムストリームが蓄積されても良いし、さらに
は、符号化方式がＭＰＥＧ４に変換されたトランスポートストリームＳＴT が蓄積されて
も良い。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る端末装置Ｅ1 の全体構成を示すブロック図である。
【図２】図１の端末装置Ｅ1 の特徴的な動作の概要を示すタイミングチャートである。
【図３】図１の端末装置Ｅ1 の詳細な動作を示すフローチャートである。
【図４】図１の端末装置Ｅ1 の第１の変型例である端末装置Ｅ2 の全体構成を示すブロッ
ク図である。



(21) JP 4368125 B2 2009.11.18

10

20

30

40

50

【図５】図４の端末装置Ｅ2 の特徴的な動作の概要を示すタイミングチャートである。
【図６】図４の端末装置Ｅ2 の詳細な動作を示すフローチャートである。
【図７】図１の端末装置Ｅ1 の第２の変型例である端末装置Ｅ3 の全体構成を示すブロッ
ク図である。
【図８】図７の端末装置Ｅ3 の特徴的な動作の概要を示すタイミングチャートである。
【図９】図７の端末装置Ｅ3 の詳細な動作を示すフローチャートである。
【図１０】図７の画像合成部１０４が作成する合成画像信号ＳＬM の第１の例を示す図で
ある。
【図１１】図７の画像合成部１０４が作成する合成画像信号ＳＬM の第２の例を示す図で
ある。
【図１２】図７の画像合成部１０４が作成する合成画像信号ＳＬM の第３の例を示す図で
ある。
【図１３】図１の端末装置Ｅ1 の第３の変型例である端末装置Ｅ4 の全体構成を示すブロ
ック図である。
【図１４】図１３の端末装置Ｅ4 の特徴的な動作の概要を示すタイミングチャートである
。
【図１５】図１３の端末装置Ｅ4 の詳細な動作を示すフローチャートである。
【図１６】図１の端末装置Ｅ1 の第４の変型例である端末装置Ｅ5 の全体構成を示すブロ
ック図である。
【図１７】図１６の端末装置Ｅ5 の特徴的な動作の概要を示すタイミングチャートである
。
【図１８】図１６の端末装置Ｅ5 の詳細な動作を示すフローチャートである。
【図１９】図１の端末装置Ｅ1 の第５の変型例である端末装置Ｅ6 の全体構成を示すブロ
ック図である。
【図２０】図１９の端末装置Ｅ6 の特徴的な動作の概要を示すタイミングチャートである
。
【図２１】図１９の端末装置Ｅ6 の詳細な動作を示すフローチャートである。
【図２２】図１の端末装置Ｅ1 の第６の変型例である端末装置Ｅ7 の全体構成を示すブロ
ック図である。
【図２３】図２２の端末装置Ｅ7 の特徴的な動作の概要を示すタイミングチャートである
。
【図２４】図２２の端末装置Ｅ7 の詳細な動作を示すフローチャートである。
【図２５】図１の端末装置Ｅ1 の第７の変型例である端末装置Ｅ8 の全体構成を示すブロ
ック図である。
【図２６】図２５の端末装置Ｅ8 の特徴的な動作の概要を示すタイミングチャートである
。
【図２７】図２５の端末装置Ｅ8 の詳細な動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
Ｅ1 ～Ｅ8 …移動体通信端末装置
１…コンテンツ再生部
２…通話処理部
３…画像切替え部
４…表示装置
５，１０６…音声切替え部
６…スピーカ部
７…状態検出部
８…制御部
９…蓄積部
１０，１０３…入力装置
１０４…画像合成部
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１０５…無音検出部
１０７…第１のスピーカ部
１０８…第２のスピーカ部
ＣＰ1 ～ＣＰ8 …コンピュータプログラム

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】 【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】



(25) JP 4368125 B2 2009.11.18

【図１５】 【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】
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【図２６】 【図２７】
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